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スタンバイ農地の概要
将来の地域農業を支える新たな担い手※1が、農地を速やかに利用できるように、農地中間管理機構と市町村推進チーム等が連携し、
予め農地を用意(機構が中間保有し、農地として保全管理)しておく新たな仕組み。

※１ 新たな担い手＝新規就農者、経営開始５年以内の認定農業者など
（人・農地プランの中心経営体として位置づけ又は見込みがあること）

県農地中間管理機構
（県農業振興公社）

県農地中間管理事業運営本部会議
県、農業会議、JA宮崎中央会、県土改連、再生協 等

市町村 農業委員会

市町村推進チーム

保全管理者

管理経費※2

(財源：国、県）

管理者の
探索・推薦

※2 補足
詳細は機構の要領等を参照。
借賃等は地域の情勢を踏まえ、
所有者と協議の上、決定。
期間は中間管理権を取得して
２年以内。
ハウス、樹木など地上部は所有
者等が管理。

借賃,賦課金※2

(財源：国、県)

農地の
利用権移動

農地の
利用権移動

一時的に
ストック
する場合 連

携

事務費※2

(財源：国、県）
※ 業務委託費に加算

担い手へ
訴求力UP

就農・参入希望者
安心

農地
スタンバイ

新たな担い手へ※１

マッチング・調整意向確認 JA

担い手対策と連動した農地中間管理事業の推進


